
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●…22 日(金)は、早朝甲南駅頭で宣伝、14 時から彦根で監査委員研修等。●…23 日(土)は、8 時半か

ら 16 時まで長徳寺・五重作礼、その後議会準備等。●…24 日(日)は、集金活動、質問通告準備等。●…25 日(月)は、11 時からこ

うせい駅前診療所、13 時から監査業務・例月出納検査、18 時半から草津で会議、帰宅後議会準備。●…26 日(火)は、9 時から正

午まで議案レクチャー、議員団会議、議会準備・集金等。●27 日(水)は、9 時半から市役所で議会準備、集金等、夜ニュース作成。

●…28 日(木)は、９時市役所、10 時から本会議、終了後市長に予算要望、その後議会全員協議会、集金等。 
 

山
やま

岡光
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広
ひろ
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 今年５月に新しい駅舎が供用開始となったＪＲ甲南駅。駅舎は

奇麗になりましたが、「時計がない」「窓が開かない」「改札を出

るとトイレがない」「階段が多く上り下りに大変」などの声が出

されていました。山岡議員が６月議会・９月議会で取り上げ、改

善を求めていましたが、ようやく「時計」が設置されました。時

計一つ設置するのにこんなにも時間をかかるものでしょうか。 
 

 

１２
月
定
例
議
会
が
１１
月
２８
日
に
開
会
し
ま
し
た

市
長
か
ら
議
案
の
提
案
が
あ
り

１２
月
６
日
に
議
案
質
疑
の
後

各
常
任

委
員
会
に
付
託
さ
れ
議
論
さ
れ
ま
す

９
日
か
ら
１２
日
ま
で
は

通
告
し
た
１６
人
の
議
員
に
よ
る
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
す

ま
た
日
本
共
産
党
甲
賀
市
議
員
団
は

議
案
提
案
権
を
生
か
し
て
６
件
の
意
見
書
案
を
提
案
し
ま
し
た

 
 

６日（金）本会議・議案に対する質疑 
 ９日（月）本会議・一般質問 
１０日（火）本会議・一般質問 
１１日（水）本会議・一般質問 
１２日（木）本会議・一般質問 
１３日（金）厚生文教常任委員会 
１６日（月）産業建設常任委員会 
１７日（火）総務常任委員会 
１８日（水）予算決算常任委員会 
２３日（月）本会議・議案採決 
 

 

一
般
質
問
通
告
は
１６
人

通
告

順
に
戎
脇
浩
・
森
田
久
生
・
糸
目
仁

樹
・
田
中
喜
克
・
堀
郁
子
・
白
坂
萬

里
子
・
山
岡
光
広
・
田
中
將
之
・
岡

田
重
美
・
山
中
善
治
・
小
西
喜
代

次
・
山
中
修
平
・
橋
本
律
子
・
里
見

淳
・
橋
本
恒
典
・
竹
若
茂
國
の
各
議

員

通
告
な
し
は

辻
重
治
・
土
山

定
信
・
田
中
新
人
・
鵜
飼
勲
・
林
田

久
充
・
小
河
文
人
の
６
議
員
と
谷
永

兼
二
議
長

 
 

山
岡
光
広
議
員
は

①
新
年
度
予

算
編
成
に
つ
い
て

②
地
球
規
模
の

異
常
気
象
に
よ
る
災
害
に
ど
う
備

え
る
の
か

③
高
す
ぎ
る
国
保
税
の

引
き
下
げ
に
つ
い
て

④
聴
覚
障
が

い
者
の
社
会
参
加
を
促
進
さ
せ
る

た
め
に
手
話
言
語
条
例
の
制
定

手

話
通
訳
に
よ
る
コ
ミ

ニ
ケ

シ

ン
の
確
保
を

⑤
新
名
神
甲
南
イ

ン
タ

と
パ

キ
ン
グ
と
の
接

続
・
流
出
入
路
の
設
置
を
急
ぐ
よ
う

５
つ
の
テ

マ
で
質
問
し
ま
す

 
 

予
定
で
は

本
会
議
・
一
般
質
問

の
２
日
目

１２
月
１０
日
で
す

ぜ

ひ
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い

 
 

 

甲
賀
市
議
会
政
治
倫
理
審
査
会
第
４
回
の
審
査
会
が
２７
日
開
か
れ
ま
し
た

申
請
者
・
審
査
対
象
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
聞
き

ま
た
当
時
の
議
長
・
議
会
運
営
委
員
長
か
ら
認
識
と
経
緯
を

さ
ら
に
議
会
事
務
局
長
か
ら
議
会
運
営
上
の
考
え
方
に
つ
い
て
の
聞
き

取
り
を
ふ
ま
え

委
員
５
名
に
よ
る
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た

 
  

政治倫理審査会申請者（森田議員）の根拠 
 

（政治倫理基準等の遵守） 

第３条 議員は、地方自治法、公職選挙法、政

治資金規正法等の公職にある者に対して適用

される法律のほか、次に掲げる政治倫理の基準

を遵守しなければならない。 

（１）…（７） 

（８）前各号に掲げるもののほか、市民全体の

代表者として、その品位を損なう一切の行為を

慎み、その責務に関し、不正の疑惑を持たれる

ような行為をしないこと。 

 

 

 

森
田
議
員
ら
が
提
出
し
た

政
治
倫

理
基
準
等
違
反
審
査
請
求
書

に
よ
る

と

鵜
飼
勲
議
員
の
議
案
質
疑

６
月

１４
日

一
般
質
問

９
月
１２
日

４

月
２５
日
開
票
事
務
不
正
特
別
委
員
会

で
の
委
員
長
に
対
す
る
発
言
の
３
点
を

あ
げ

政
治
倫
理
条
例
第
３
条
８
号
に

反
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

と
し
て
い

ま
す

根
拠
と
し
て
い
る
条
文

上

を
よ
く
見
る
と

不
正
の
疑
惑
を
持
た

れ
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と

と

記
さ
れ
て
い
ま
す

だ
と
し
た
ら

何

が
不
正
な
の
か

を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん

し
か
し
審
査
請
求

者
の
森
田
議
員
も

請
求
事
案
の
３
項

目
を
分
け
る
の
で
は
な
く

全
体
を
み

て
審
査
し
て
い
た
だ
き
た
い

議
員
と

し
て
の
品
位
・
品
格
を
問
う

と
発
言

す
る
な
ど

不
正
の
疑
惑

の
根
拠
を

示
す
こ
と
も

個
別
具
体
的
な

問
題

発
言

を
問
う
の
で
は
な
く

鵜
飼
議

員
の
活
動
全
体
を
批
判
し
て
い
る
に
す

ぎ
ま
せ
ん

２７
日
も

非
公
開
の
ビ
ラ

を
配
布
し
た
こ
と
は
問
題

小
河
議

員

な
ど
と

請
求
事
案
と
は
違
う
点

に
も
ふ
れ
て
い
ま
す

 
 

論
点
を
整
理
し

政
治
倫
理
基
準
の

ど
こ
に
抵
触
す
る
の
か

し
な
い
の
か

突

込
ん
だ
審
査
が
必
要
で
す

 
 


